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今後の介護サービス
基盤整備の展開



第３期加賀市介護保険事業計画
におけるサービス基盤整備方針

• 平成１８～２０年度においては、介護保
険適用の入所施設、居住系サービスの
新規整備は行わない。

• 既存入所施設の個室化・ユニットケアを
推進する。

• 認知症高齢者向けの地域密着型サービ
スの整備を推進する。



個室化・ユニットケアについて



特別養護老人ホームの個室化

• 特養ホームは「生活施設」であり「終の棲家」
となる可能性が高い。

• 入居者のプライバシーを保護し、尊厳を守る。
• 入居者は個室に入居したいと思っている。
• 「個室はぜいたく」ではなく、生活する上で最
低限必要な設備。

• 「寝たきりや認知症になったら、環境は最低で
いい」という誤解。



個室とは？

• 「一人部屋＝個室」ではない。
• 家具類を含めた愛用の品々を
自由に持ち込み、入居者の好み
でレイアウトができる。

• ドアが内側から施錠できる。
• 私物を持ち込めなかったり、常
に何らかの監視、干渉を受ける
ような部屋は、「個室」ではない。

平成１３年６月厚生労働省 身体拘束ゼロ作戦推進会議ハード改善分科会 報告書より



ユニットケアとは？
• 6人～１５人程度の高齢者に暮らしやすい生活
単位でのケア

• 今までの３０～５０人の集団的処遇では一人ひと
りの顔を憶えたり、個人的な人間関係を形成して
いくことが困難。

• ユニットごとに、なじみの固定職員が配置
• 集団で一斉に展開される強制的な生活リズムか
ら、個々のペースを受け入れながら、自然に流
れる生活リズムへ

• 施設に入居しても、できる限り、ごく普通の生活
を営むための方法



従来型とユニットケア型の居室の配置例

厚生労働省 高齢者介護研究会報告書「２０１５年の高齢者介護」より



個室化しても共用空間が貧しければ交
流は生まれにくい。

個室とリビング等の共用空間で構成

個室が小グループを形成し、段階的な共用
空間があれば、交流が生まれやすい。
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・多床室を個室ユニットケア型に改修
・小規模の特別養護老人ホーム(個室ユニット型)
を街中に整備し、本体施設と一体的に運営

小規模（定員小規模（定員2929人以下）特別養護老人ホーム人以下）特別養護老人ホーム

特別養護老人ホームの地域展開
（サテライト型特別養護老人ホーム）

個室で個室で1010人程度人程度××７～８ユニット７～８ユニット

改修により改修により

ユニット化ユニット化

個室で個室で99人程度人程度××２～３ユニット２～３ユニット

街中で地域と交流
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郊外で交流が困難

４人部屋で４人部屋で100100人定員人定員





地域密着型サービスの
整備について



地域密着型サービス

利用

地域密着型サービス事業所

指定、

指導・監督

要介護者が住み慣れた地域で生活できるように、身近な生活圏域で利用

するサービス（＝地域密着型サービス）

保険給付

１： 事業所のある市町
村の住民のみが利用
可能

・指定権限は市町村

・その市町村の住民のみが
サービス利用可能

２：地域単位で適正な
サービス基盤整備

市町村を分割した生活圏域
単位で必要整備量を定める。

・過剰な整備は抑制される。

・サービス基盤の整備が遅れ
ている地域で、計画的に整
備促進。

３：地域の実情に応じた指定
基準、介護報酬の設定

市町村

市町村が報酬額を変更できる。

４：公平・公正透明な仕組み

指定（拒否）、指定基準、報酬設定には、地
域住民、高齢者、経営者、保健・医療・福祉
関係者等が関与



認知症高齢者ケア

• 生活そのものをケアとして組み立て
• 環境の変化による悪化の回避
• 認知症高齢者ケアの要件
①小規模な居住空間
②なじみの人間関係
③家庭的な雰囲気
④住み慣れた地域での生活

• 認知症高齢者ケア→これからのケアの標準



加賀市で整備する
地域密着型サービス

①地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
（サテライト型特別養護老人ホーム）

②小規模多機能型居宅介護

③認知症対応型通所介護

（認知症対応デイサービス）

※認知症対応型共同生活介護（グループホーム）については１２か所整備済み



小規模多機能型居宅介護

「通い」を中心として、利用者の様態や希望に応じて、随時「訪問」や「泊まり」を

組み合わせてサービスを提供することで、在宅での生活継続を支援する。

「通い」を中心として、利用者の様態や希望に応じて、随時「訪問」や「泊まり」を

組み合わせてサービスを提供することで、在宅での生活継続を支援する。

利用者の自宅

様態や希望により、
「訪問」

運営推進会議の開催
地域包括支援センター

との連携

管理者等の研修
外部評価・情報開示

地域に開かれた透明な運営

サービス水準・職員の資質の確保

在宅生活の支援

「訪問」

様態や希望に
より、「泊まり」

○「通い」の利用者１５名程度

○１事業所の登録者は２５名程度

○「泊まり」は「通い」の利用者に限定

○「泊まり」の利用は５～９名程度

○どのサービスを利用しても、なじみの職
員によるサービスが受けられる。

「通い」を中心
とした利用

小規模多機能型居宅介護事業所



認知症対応型通所介護（デイサービス）

既存のグループホームの共有スペー
スを活用してデイサービスを実施
（定員３人まで）

共用型・認知症対応型通所介護

自 宅

認知症対応型通所介護

認知症高齢者がなじみの環境で過
ごせるように、少人数（定員１２人ま
で）でデイサービスを実施

通い 通い

介護保険施設

在宅生活の継続を希望する認知症高齢者のための小規模
な個別ケアが提供できるデイサービスを整備する。

入所

認知症高齢者グループホーム 認知症対応デイサービスセンター

認知症高齢者の個別特性
は多様であり、画一的な
サービス提供は、認知症高
齢者の混乱に拍車をかけ
るおそれがある。



日常生活圏域ごとの
整備計画について



加賀市の日常生活圏域

作見

動橋

片山津

大聖寺

東谷口

三木

三谷

南郷

塩屋

山代

勅使

庄

分校

片山津出張所
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山代出張所

動橋出張所

山中温泉支所

加賀市役所

片山津・橋立圏域

動橋・作見圏域

大聖寺圏域 山代圏域

山中圏域

湖北

山中

橋立
金明

整備は日常生活圏域ごと計画的に行う



加賀市の日常生活圏域ごとの地域密着型サービス量に
ついては、平成18年4月にサービス提供意向調査を実
施のうえ、早急に圏域ごとの整備計画を策定し、当該計
画を介護保険事業計画の一部とみなすこととする。

日常生活圏域ごとの地域密着型
サービス量について

・既存事業者によるサテライト型特別養護老人ホームの整備、
共用型認知症対応型通所介護の実施によって、圏域ごとの地
域密着型サービスの提供量が大きく変動することとなる。

・地域密着型サービスの運営基準については平成18年3月14
日に公布されたところであり、事業者の整備意向が現段階で
は明確になっていない。

※圏域ごとの整備計画については、平成１８年度に設置する
加賀市健康福祉審議会高齢者分科会で策定する。



今後の地域密着型サービスの
指定スケジュール（予定）

○小規模多機能型居宅介護
事業開始 平成１８年１０月以降 １か所

平成１９年 ４月以降 １か所
平成２０年 ４月以降 １か所

○認知症対応型通所介護
事業開始 平成１８年１０月以降 事業所数未定
（共用型の実施意向を確認の上、通常型の量を決定）

○サテライト型特別養護老人ホーム
事業開始 平成１９年 ４月以降 ２か所

平成２０年 ４月以降 １か所
（既存施設の実施意向を確認の上、決定）

※現段階の案であり、意向調査等の結果によって、スケジュールに変更がありえます。
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居宅サービスの整備状況
について



※位置は目安であり正確ではありません
※定員数はWAMNETの情報による
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平成26年認知症高齢者数見込み
と平成17年居宅サービス定員数



整備事業者の決定方法について



整備事業者の決定方法

① 地域密着型サービスの整備事業者は、介護保険事
業計画におけるサービス量の範囲内において、原則
として整備希望事業者からの公募により決定する。

② 既存施設の改修によるサテライト化、通所介護など
から小規模多機能型居宅介護へ転換するなど、介護
保険事業計画の総サービス量を逸脱しない形で、地
域密着型サービスを整備する場合については、公募
によらず個別協議により認める。

※事業者の選定基準、応募事業者の選考は加賀市健康福祉審議会高
齢者分科会で審議の上決定する。

※②の場合でも高齢者分科会で承認を得るものとする



地域密着型サービスの
みなし指定について



介護保険法等の一部を改正する法律案 附則 （介護保険法の一部改正に伴う経過措置）
第１０条（抄）
２ この法律の施行の際現に旧介護保険法第４１条第１項本文の指定を受けている認知症対応型共同生活介護
の事業を行う者については、施行日に、当該事業を行う事業所の所在地の市町村の長（施行日の前日におい
て当該市町村以外の市町村（以下この条において「他の市町村」という。）が行う介護保険の被保険者がこれら
のサービスを利用している場合には、当該他の市町村の長）から、新介護保険法第８条第１８項に規定する認
知症対応型共同生活介護に係る新介護保険法第４２条の２第１項本文の指定を受けたものとみなす。

介護保険法施行令 附則 （平成１７年改正法の施行に伴う経過措置）
第１０条（抄）
平成１７年改正法の施行の際現に旧介護保険法第４１条第１項本文の指定を受けている認知症対応型共同
生活介護の事業を行う者については、施行日に、当該事業を行う事業所の所在地の市町村の長（施行日の前
日において他の市長村が行う介護保険の被保険者が当該認知症対応型競合生活介護を利用している場合に
は、当該他の市長村長）から、法８条の２第１７項に規定する介護予防認知症対応型共同生活介護に係る法第
５４条の２第１項本文の指定を受けたものとみなす。

平成１８年４月1日現在で石川県の指定を受けている認知症高
齢者グループホーム等については、加賀市から地域密着型
サービス及び介護予防地域密着型サービスの指定を受けたも
のとみなされる。

地域密着型サービスのみなし指定について



冨塚町中尾１番地の２３医療法人社団修和会グループホームじざい

片山津・橋立

幸町１丁目１４番地社会福祉法人朋友会グループホームいろり

山田町蛇谷１－１６社会福祉法人篤豊会加賀中央グループホーム

作見・動橋

片山津温泉ア９７番１１社会福祉法人篤豊会グループホーム 片山津

上野町ケ２５４社会福祉法人篤豊会篤寿苑グループホーム

山代

山中温泉滝町リ１番地１社会福祉法人鶴寿会グループホームしゃくなげ

山中

片山津町北１１８番地有限会社ウェルライフぬくもりの里

山中温泉長谷田町チ１７－１社会福祉法人篤豊会しらさぎ苑グループホーム

大聖寺東町２丁目９医療法人社団修和会グループホーム東町

大聖寺

圏域 住所設置法人名称

有限会社シブヤ

医療法人社団長久会

医療法人社団長久会

松が丘１丁目１５番地１５グループホーム 桜の園

山代温泉１１の１０８番地２高齢者グループホームいこいの家

直下町イ３２－１グループホームまどい

みなし指定予定の認知症対応型グループホーム



地域密着型サービスの
指定基準等について

地域密着型サービスは、被保険者等の意見
を反映させながら、市町村が指定を行うととも
に、国が定める基準の範囲内で、地域の実情
に応じた弾力的な指定基準と報酬設定ができ
ることとなっている。

（介護保険法第４２条の２第４項、第７８条の４第４項）

加賀市では、当面、平成１８年４月から提供さ
れる地域密着型サービスの指定基準と介護報
酬の設定に関することについては、国の基準ど
おりとする。



その他の入所施設等の
今後の展開について



・認知症高齢者グループホームの多機能化

加賀市の短期利用特区の全国展開

共用型認知症通所介護の実施

医療サービスとの連携体制強化

その他の入所施設等の今後の展開

・介護老人保健施設

在宅復帰機能の強化

一部サテライト化による地域展開



その他の入所施設等の今後の展開

療養病床については、医療の必要度の高い患者を受け入
れるものに限定し、医療保険で対応するとともに、医療の必
要性の低い患者については、病院ではなく在宅、居住系
サービス、受け止めることで対応する。（平成２３年度までに
介護保険適用病床は廃止の方向）

平成１８～２０年度は計画上、整備を行わないが、介護療養
型医療施設の受け皿として介護のついた住まいの整備の
あり方を引き続き検討する。

・介護療養型医療施設（療養病床）
国の医療制度改革の中で検討が行われている。

・特定施設入所者生活介護
（ケアハウス、有料老人ホーム、高齢者住宅）




